
（別紙３） 

議会報編集業務 プロポーザル 審査基準 

１ 審査項目、配点、採点方法等 

審査項目 

審査事項 

配点 採点方法 

審査書類等 着眼点 

Ａ 基本姿勢等 提案書 

〇編集に対し具体的かつ有意義な

コンセプトが示されているか 

○スムーズな編集を行う上での支

援が十分か 

200 

（5×40）

５人の審査員によ

り採点する。 

Ａは各審査員 40

点、Ｂは各審査員

70 点の配点とし、

２⑴の表に基づ

き、それぞれ配点

に係数を乗じて得

た数の総計を評価

点数（得点）とす

る。 

Ｂ デザイン力

編集技術力

提案書 

提案試作品

〇写真やイラスト、配色などが効

果的であるか

〇主な狙い・主眼点を伝えるため

の構成や紙面の展開になってい

るか 

〇見出し、行間、文字の大きさ、字

体など読みやすいレイアウト・

デザインになっているか

350 

（5×70）

Ｃ 業務体制 業務体制書
〇業務に当たる人的体制は十分か

〇専門性の高いスタッフがいるか
50 

２⑵のとおり。 

Ⅾ 業務実績 業務実績書 〇本業務と同等の実績があるか 50 

Ｅ 見積金額 経費見積書 〇上限額の範囲内でかつ安価か 50 ２⑶のとおり。

計 700  

２ 評価等の基準 

 ⑴ 審査項目Ａ、Ｂ 

審査項目ＡおよびＢは、審査 

  委員が５段階で評価をすること 

  とし、その基準は、右の表に定 

めるとおりとする。  

評価段階 基準 配点に乗じる係数

５ 特に優れている １．０

４ 優れている ０．８

３ 標準的又は普通 ０．６

２ やや劣る ０．４

１ 劣る ０．２



 ⑵ 審査項目Ⅽ、Ⅾ

審査項目ⅭおよびⅮは、４段階で評価することとし、その基準は以下の表に定めるとおりとする。 

① 審査項目Ⅽ 業務体制 

基準 評価点数（得点） 

総括責任者１名、編集及びデザイン担当者５名以上の体制 50 点 

総括責任者１名、編集及びデザイン担当者３名～４名以上の体制 30 点 

総括責任者１名、編集及び制作担当者１名～２名の体制 10 点 

総括責任者の不在など、上記のいずれも満たさない場合 ０点 

② 審査項目Ⅾ 業務実績 （過去２年度の実績） 

基準 評価点数（得点） 

官公庁（議会含む）の広報紙編集発行の受託実績が２件以上あり。 50 点 

官公庁（議会含む）の広報紙編集発行の受託実績が１件あり。 30 点 

官公庁（議会含む）の広報紙編集発行の受託実績はなし。 
民間の広報紙編集の実績はあり。 

10 点 

実績なし ０点 

⑶ 審査項目Ｅ

   見積金額の評価は、下記の計算により算出した数を評価点数（得点）とする。

    満点（50点）×（見積価格のうち最低価格／自社の見積価格）小数点以下切り捨て

３ 評価点数（得点）の集計 

  提案者の評価点数（得点）は、審査項目ＡからＥの得点を合算した点数とする。 

４ 優先交渉順位の順位付けの方法 

  提案者の優先交渉順位は、提案者の総合得点の高い順とする。 

  この場合において、総合得点が同点の場合の順位付けは、委員審査分に係る得点（審査項目Ａお

よびＢの総得点）の高い順とし、なお同点の場合は、見積金額の低い順とし、なお同順位となる場

合は、審査委員の合議により決することとする。 

５ その他 

提案者が１者の場合でも審査を行い、審査委員会が適切な事業者として判断した場合は、優先 

 交渉権者とする。


